
下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等

注意事項

見 積 依 頼 書

見積提出期限

及 び 場 所

見積書宛名

納 入 期 限

１　指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきま

　す。

２　会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

加賀市長　

介護福祉課納 入 場 所

落 札 方 法

第 0000360 号伺 番 号

介護保険被保険者証

加賀市役所　総務部　管財課

令和 8 年 日月1 15 11 時 30 分午前

令和 8 年 日月2 27

総価落札

加 賀 市 長

令和 年 月 日

(担当　総務部管財課)

８　　１　１４



№
品　　名 分類番号

数　　量

規　　格

№
品　　名 分類番号

数　　量

規　　格

№
品　　名 分類番号

数　　量

規　　格

№
品　　名 分類番号

数　　量

規　　格

№
品　　名 分類番号

数　　量

規　　格

№
品　　名 分類番号

数　　量

規　　格

№
品　　名 分類番号

数　　量

規　　格
7

6

5

4

3

2

1

品 目 明 細

年 度

伺 番 号件 名 0000360

1/1

介護保険被保険者証

令和 年度7

印刷製本（単位：枚）

見本のとおり（211mm×275mm）

枚4,800

002-002-000



印 刷 仕 様 書 

 

                            市民健康部介護福祉課 

件 名 介護保険被保険者証 

紙 質 別添（見本）のとおり 

印 刷 

・２色刷り、両面印刷 

・ 色は、別添のとおり 

・ レイアウト・ミシン目は、別添と合わせること 

（上辺からミシン目まで８２㎜） 

・ 紙厚は見本のとおり 

納入後、見本と異なる場合は再納品することとする。 

規 格 見本のとおり（２１１㎜×２７５㎜） 

形 状  

数 量 ４,８００枚 校 正  要 否 

納入期限 令和 8年 2月 27日 納入場所 介護福祉課 

その他連絡事項     （校正担当課：介護福祉課 担当者：坂本 内線 3125） 

 
＊校正時、出来上がり見本印刷２０部ください。（試し印刷の為） 
＊裏面の記載を別添 1 のとおり変更してください。 

別添 1 は印刷見本、別添 2 は見え消しとなります。 

＊印刷が出来次第、納入をお願いいたします。 

 

 

 
※窓あき封筒の場合、窓の部分は「グラシン紙」または「植物を原料とするプラスチック」を使

用すること。 

※発注業務にかかる特許等を使用する場合は、受注業者において実施許諾を受けていること。な

お、受けている場合は許可番号を表示すること。 

※納入に際しては、事前に担当課の確認を受けた上で、納入場所へ納入し納品書に受領者印をも

らって管財課へお出しください（原稿及び見本は担当課に返してください）。 

※納入期限は厳守してください。 

 

現物見本は管財課にあります



介護保険被保険者証

被
番

保住

険フりガナ

氏名

者
生年ガ日

交付年H e

所

(ー)

保険者番号

並びに保険

者名称及び

印

要介倭状態侭分等

認定年月日(i上)
認定の有効期間

居宅サービス等

性別

(うち

種類支給限度

基準額)

""圏加

1打あたり

サービス種類

男・女

区分支給限度基準額

定審査会

纛見及び

ービスの

類の指定

の

種類支給限度基準額

給付制限

納:)'"11漫1才'、k窪!_筈のナ昜Aば、ユ'Z又チー・・ιJ リJ.ト,1ミ削E n

谷

居宅介護支
援事・業者又
は介設予防
支援出業者
及びその事
業所の名称
又は地域包

括支援セン
ターの名称

期

開始年月Π

終f年月H

開始今Jjn

終了年月日

開始4jj n

終f年月H

屈出午.j1 Π

人所
.年打Π

退所

退院

人所

人院

退所.

退院

紺川年刀H

jl'川半 j」Π

等

-1L
員又

種
類
名

認

サ
種

号

介
護
保
険
施

私
神
類
名
称



注
意
事
項

一
<
註
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
加
賀
市
の

窓
口
で
要
介
鷲
壁
疋
又
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

二
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
基
木
チ
エ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
ょ
る
鷲
ル
又
は
要
支

援
認
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い

三
人
詮
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
こ
の
証
を
事
業
者

又
は
施
設
の
窓
口
に
捉
出
し
て
く
だ
さ
い

四
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
、
つ
と
す

る
と
き
は
、
必
ず
こ
の
証
を
事
業
提
供
者
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

五
認
定
の
有
効
期
限
を
経
過
し
た
と
き
は
、
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
、
認
定
の
有
効
期
限
を
経
過
す
る
六
十
日
前
か
ら
三
十
H
前
ま
で
の

問
に
加
賀
巾
に
こ
の
証
を
提
出
し
、
認
定
の
更
新
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

六
居
{
t
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
・
密
着
刑
ヒ
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は

地
域
密
着
型
人
註
予
防
サ
ー
ビ
ス
(
以
下
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
)

に
つ
い
て
は
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に

介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
を
依
頼
し

た
旨
を
あ
ら
か
じ
め
加
賀
^
に
届
け
出
た
^
^
口
又
は
自
ら
^
^
叺
サ
ー
ビ
ス
^

画
若
し
く
は
介
依
叺
予
防
サ
ー
ビ
ス
け
向
を
作
成
し
、
加
賀
市
に
届
け
出
た
場

合
に
限
っ
て
現
物
給
付
と
な
り
ま
す

こ
れ
ら
の
手
続
を
し
な
い
場
合
は
、
加
賀
ホ
か
ら
の
事
後
払
い
(
償
還
払
い
)

に
な
り
ま
す

ヒ
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
は
保
険
給
付
の
限
度
額
が
設
定
さ
れ
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に

＼ノ

要
し
た
賓
用
に
、
別
途
介
莅
叺
保
険
負
扣
割
合
証
に
示
さ
れ
た
割
合
を
乗
じ
た

金
額
で
す
居
毛
介
護
★
援
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
支
払
額
は
あ
り
ま
せ
ん
)

介
護
ヂ
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に

ブ

支
払
う
金
額
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
加
賀
市
が
定
め

る
割
合
又
は
加
賀
市
が
定
め
る
額
(
乳
業
捉
供
名
が
額
を
定
め
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
名
が
定
め
る
額
)
で
す

認
定
審
査
会
の
意
見
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
の
指
定
欄
に
記
載
が
あ
る

場
介
は
、
司
鞍
亭
項
に
響
t
て
く
だ
さ
い
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
種

類
の
指
定
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
以
外
は
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
+
哩
ち
に
、
こ
の
証
を
加

十

賀
市
に
返
し
て
く
だ
さ
い

一
こ
の
証
の
衷
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
ト
四
Π
以

内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、
加
賀
市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い

不
正
に
こ
の
征
を
使
用
し
た
名
は
、
刑
法
に
ょ
り
詐
欺
罪
と
し
一
愈

役
の
処
分
を
受
け
ま
す

ト
四
特
別
の
市
恬
か
な
い
の
に
保
険
料
を
滞
納
し
た
場
合
は
、
給
村
を
加

、し

賀
市
か
ら
の
事
後
払
い
と
す
る
措
遣
(
支
払
方
法
変
更
)
、
利
用
時
支
払
額

を
一
割
介
護
保
険
負
担
割
合
証
に
記
載
の
「
利
用
名
負
担
の
割
合
」
欄
に

'
'
載
さ
れ
た
割
合
が
一
割
で
あ
る
場
合
は
円
割
)
と
す
る
措
置
(
給
付
額
減

額
)
等
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

(四)
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Π
日

月
月
年
年

日
日

月
月

年
年

日
日

月
月

年
年

開
終

限

日

日

開
終

給

日

日

日

日

日

日

日

年

日

保

名

目

月

険

所

号
険
及

番
保
称

者
に
名

険
ぴ
の
印

保
並
者
び

年

日
性
別

様式第一号(第十六条関係)

被住

保

フりガナ

()

要介護状態区分等

生年月日明治・大正・昭和年月

認定年月日

(事業対象者の場令和

口は、基本チェック
リスト実施田

交付年月日令和

(表面)

認定の有効期間

居宅サービス等

(うち種類支給限

度基準額)

令和年月日~令和年月

区分支給限度基準額

令和年月日~令和年月
1月当たり

サービスの種類種類支御艮度

退所等年月日令和年月

男・女

付 制 内容

認定審査会の意見
及びサービスの種

類の指定

居宅介護支援事業

者若しくは介護予

防支援事業者及ぴ

その事業所の名称

又は地域包括支援

センターの名称

台年月日

了年月日

期間

令手口

令和

開始年月日

終了年月日

台年月日

了年月日

令和

令和

介護保険施設等

△和

令和

届出年月日令和年月

届出年月日令和年月

種類

届出年月日

入所等年月日

名称

種類

令和

A和

退所等年月日令和年月

名称

入所等年月日令和年月

年月

年月

険者証介護保険被

者氏

番号



注
意
事
項

一
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
の
窓
口
で
要
介

護
認
定
又
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

一
サ
ー
ビ
ス
・
活
動
事
業
(
第
石
方
事
業
)
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
基
本
チ
エ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
ょ
る
確
認
又
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
く
だ
さ

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
こ
の
証
を
事
業
者
又
は
施
設
の

窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

四
サ
ー
ビ
ス
・
活
動
事
業
(
第
石
方
事
業
)
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

必
ず
こ
の
証
を
事
業
提
供
者
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

五
認
定
の
有
効
期
限
を
経
過
し
た
と
き
は
、
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
認

定
の
有
効
期
限
を
経
過
す
る
六
十
日
前
か
ら
三
十
日
前
ま
で
の
間
に
市
町
村
に
こ
の
証

を
提
出
し
、
認
定
の
更
新
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

六
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
癌
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
(
以
下
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
J
 
に
つ
い
て
は
、
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
若
し
く
は

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
を
依
頼
し
た
旨
を
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
に
届
け
出

た
場
合
又
は
自
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成

し
、
市
町
村
に
届
け
出
た
場
合
に
限
っ
て
現
物
給
付
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
手
続
を

し
な
い
場
合
は
、
市
町
村
か
ら
の
事
後
払
い
(
償
還
払
い
)
に
な
り
ま
す
。

七
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
は
保
険
給
付
の
限
度
額
が
設
定
さ
れ
ま
す

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用

＼ノ

に
、
別
途
介
護
保
険
負
担
割
合
証
に
示
さ
れ
た
割
合
を
乗
じ
た
金
額
で
す
(
居
宅
介
護

支
援
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
支
払
額
は
あ
り
ま
せ
ん
。
)
。

九
サ
ー
ビ
ス
・
活
動
事
業
(
第
一
口
ぢ
事
業
)
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額

は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
市
町
村
が
定
め
る
割
合
又
は
市
町
村
が
定

め
る
額
(
事
業
提
供
者
が
額
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
者
が
定
め
る
額
)
で

す

( )六
十
認
定
審
査
会
の
意
見
及
ぴ
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
の
指
定
欄
に
記
載
が
あ
る
場
合
は
、
記

載
事
項
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
の
指
定
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
以
外
は
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

十
一
被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
こ
の
証
を
市
町
村
に
返
し

て
く
だ
さ
い
。

十
二
こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の

証
を
添
え
て
、
市
町
村
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

士
不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
ょ
り
詐
欺
罪
と
し
て
拘
禁
刑
の
処
分
を

受
け
ま
す
。

十
四
特
別
の
事
情
が
な
い
の
に
保
険
料
を
滞
納
し
た
場
合
は
、
給
付
を
市
町
村
か
ら
の

事
後
払
い
と
す
る
措
置
爰
払
方
法
変
更
)
、
利
用
時
支
払
額
を
三
割
(
介
護
保
険
負
担

割
合
証
に
記
載
の
「
利
用
者
負
担
の
割
合
」
欄
に
記
載
さ
れ
た
割
合
が
三
割
で
あ
る
場

合
は
四
割
)
と
す
る
措
置
(
給
付
額
減
額
)
等
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

(裏面)

(五)

し、

(四)
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及
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別

様式第号(第一十六条関係)
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フりガナ
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要介護状態区分等

生年月日明治・大正・昭和年月

認定年月日

(事業対象者の場令和

口は、基本チェック
リスト実施田

交付年月日令和

(表面)

認定の有効期間

居宅サービス等

(うち種類支給限

度基準額)
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付 制

認定審査会の意見
及びサービスの種
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居宅介護支援事業

者若しくは介護予

防支援事業者及び

その事業所の名称

又は地域包括支援

センターの名称

台年月日

了年月日

期間

<和

令手U

開始年月日

終了年打日

令手口

A和

介護保険施設等

△手口
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届出年月日令和年月
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注
意
事
項

一
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
の
窓
口
で
要
介

護
認
定
又
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

サ
ー
ビ
ス
・
活
動
事
業
(
第
一
号
事
業
)

の
サ
ー

訂

ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
基
本
チ
エ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
ょ
る
確
認

又
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

二
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
こ
の
証
を
事
業
者
又
は
施
設
の

窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

四
ナ
ー
ビ
ス
活
動
事
粢
(
第
一
号
事
業
)

,

の
サ
ー

"
一
口

"

、
、
'
.
一

ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
こ
の
証
を
事
業
提
供
者
に
提
出
し
て
く
だ
さ

(

五
認
定
の
有
効
期
限
を
経
過
し
た
と
き
は
、
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
認

定
の
有
効
期
限
を
経
過
す
る
六
十
日
前
か
ら
三
十
日
前
ま
で
の
間
に
市
町
村
に
こ
の
証

を
提
出
し
、
認
定
の
更
新
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
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六
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
(
以
下
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
は
、
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
若
し
く
は

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
を
依
頼
し
た
旨
を
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
に
届
け
出

た
場
合
又
は
自
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成

し
、
市
町
村
に
届
け
出
た
場
合
に
限
っ
て
現
物
給
付
と
な
り
ま
す
こ
れ
ら
の
手
続
を

し
な
い
場
合
は
、
市
町
村
か
ら
の
事
後
払
い
(
償
還
払
い
)
に
な
り
ま
す

七
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
は
保
険
給
付
の
限
度
額
が
設
定
さ
れ
ま
す

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用

＼ノ

に
、
別
途
介
護
保
険
負
担
割
合
証
に
示
さ
れ
た
割
合
を
乗
じ
た
金
額
で
す
(
居
宅
介
護

支
援
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
支
払
額
は
あ
り
ま
せ
ん
。
)
。

九
サ
ー
ビ
ス
・
活
動
事
業
露
石
方
奮
業
)
ト

゛

の
サ
ー

ト

n

、
ー

ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に
支
払
う
金
額
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
市
町

村
が
定
め
る
割
合
又
は
市
町
村
が
定
め
る
額
(
事
業
提
供
者
が
額
を
定
め
る
場
合
.
に
お

い
て
は
、
当
該
者
が
定
め
る
額
)
で
す

)六
十
認
定
審
査
会
の
意
見
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
の
指
定
欄
に
記
載
が
あ
る
場
合
は
、
記

載
事
項
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
の
指
定
が
あ
る
場
合

当
該
サ
ー
ビ
ス
以
外
は
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

は
、

十
一
被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
こ
の
証
を
市
町
村
に
返
し

て
く
だ
さ
い
。

十
二
こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の

証
を
添
え
て
、
市
町
村
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

十
一
一
不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
怯
に
ょ
り
詐
欺
罪
と
し
て
拘
楽
卵
鞭
の
処

分
を

受
け
ま
す
。

十
四
特
別
の
事
情
が
な
い
の
に
保
険
料
を
滞
納
し
た
場
合
は
、
給
付
を
市
町
村
か
ら
の

事
後
払
い
と
す
る
措
置
(
支
払
方
法
変
更
)
、
利
用
時
支
払
額
を
二
割
(
介
護
保
険
負
担

割
合
証
に
記
載
の
「
利
用
者
負
担
の
割
合
」
欄
に
記
載
さ
れ
た
割
合
が
三
割
で
あ
る
場

合
は
四
割
)
と
す
る
措
置
(
給
付
額
減
額
)
等
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

し、

(四)

(裏面)

(五)


